
埼玉教育学部附属幼稚園父母と教師の会（略称・P.T.A）　会則

第１条 本会は埼玉教育学部附属幼稚園父母と教師の会（略称 P.T.A）と称する。
第２条 本会は幼稚園と家庭との連絡を密にして、幼児保育の改善進歩に協力し、あわせて会員相互の修養親
睦をはかるを以て目的とし、この目的を達成するに必要と認める諸種の事業を行う。
第３条 本会は事業所を埼玉教育学部附属幼稚園内におく。
第４条 本会は埼玉教育学部附属幼稚園々児の保護者と教師とを以て組織する。
第５条 本会に次の役員をおく。
　　　　１　会長　１名　　　２　副会長　２名　　３　常任理事　若干名　
　　　　４　理事　若干名　　５　幹事　若干名 ６　監事　２名
第６条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
　　　　副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
　　　　理事は理事会を組織し、予算、決算、事業計画その他重要なる事項を審議する。
　　　　常任理事は常任理事会を組織して会務の執行に当たり、緊急重要事項を審議処理する。
　　　　幹事は会長の指示により、庶務会計記録等に当たる。
　　　　監事は本会の会計を監査する。
第７条 会長、副会長は会員の中より選任されたものがこれに当たる。副園長は副会長となる。
　　　　理事は学級ごとに保護者側会員から選出する。教師側会員は全員理事となる。
　　　　常任理事、幹事は理事会において選出する。園長及び教師１名は常任理事となる。
　　　　理事会において必要と認めた時は、理事若干名を委嘱することができる。
　　　　監事は総会において保護者側会員より選出する。
第８条 役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。
　　　　補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第９条 会議は会長が招集してその議長となる。
第１０条 総会は毎年１回年度はじめに開催する。ただし必要によって臨時に開くこともできる。総会は予
算、決算、年度計画、その他重要事項について審議決定する。
第１１条 理事会において必要と認めたときは特別委員を選出し、特別委員会を組織して特定の事項を審議遂
行することができる。
第１２条 会員の会費として月額４００円を納入する。
第１３条 本会の入会金は１０，０００円とする。
第１４条 会員に特別の事情があるときは会費を減免することができる。
第１５条 本会の会計年度は４月１日に始まり３月３１日に終わる。
　附則
第１条 平成６年１月２０日、会則第１２条を改正し、会費月額２００円を４００とする。平成６年４月１
日より施行する。　　　　


